
45

議

会

だ

よ

り

 

 

 

 

―
一
般
会
計
決
算
認
定
な
ど
 

可
決
・
認
定
―
 

平
成
二
十
二
年
第
三
回
定
例
議
会
は
、

九
月
六
日
招
集
さ
れ
、十
五
日
ま
で
の
会

期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

本
定
例
会
で
は
、四
名
の
議
員
が
町
政

に
つ
い
て
一
般
質
問
を
さ
れ
ま
し
た
。 

な
お
、可
決
認
定
等
さ
れ
た
案
件
の
大

要
、一
般
質
問
と
答
弁
の
大
要
は
次
の
と

お
り
で
す
。 

 条

例

案

件
 

◆
吉
野
町
医
療
費
助
成
条
例
を
廃
止
す

　
る
こ
と
に
つ
い
て
　
　
　
　
　（
可
決
）

　
老
人
医
療
費
助
成
制
度
の
経
過
措
置

期
間
の
満
了
に
伴
い
、条
例
が
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。 

◆
吉
野
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

こ
と
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

　
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、た
ば
こ
税
の

税
率
改
正
、株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
町
民

税
の
特
例
規
定
の
追
加
等
の
整
備
を
行
う

た
め
、条
例
の
一
部
が
改
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 予

算

案

件
 
 

◆
平
成
二
十
二
年
度
吉
野
町
一
般
会
計

補
正
予
算（
案
）第
四
号
に
つ
い
て

（
可
決
）

既
定
の
予
算
総
額
に
、歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
三
億
八
千
九
百
八
十
八
万
四
千
円
を

追
加
し
、総
額
五
十
億
九
千
九
十
七
万
四

千
円
と
な
り
ま
し
た
。 

主
な
も
の
は
、
人
事
異
動
等
に
伴
う

職
員
給
与
費
の
調
整
、
基
金
積
立
金
の

増
額
、
農
林
土
木
関
係
事
業
費
の
追
加

等
で
す
。
 

◆
平
成
二
十
二
年
度
吉
野
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
案
）
第
一

号
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

既
定
の
予
算
総
額
に
、歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
六
百
七
十
万
九
千
円
を
追
加
し
、総

額
十
四
億
五
千
三
百
十
万
六
千
円
と
な

り
ま
し
た
。 

　
主
な
も
の
は
、一
般
被
保
険
者
の
保
険

税
過
年
度
還
付
金
、国
庫
補
助
金
の
確
定

に
よ
る
返
還
金
の
増
額
等
で
す
。 

◆
平
成
二
十
二
年
度
吉
野
町
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
案
）
第

一
号
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

既
定
の
予
算
総
額
に
、歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
二
十
九
万
円
を
追
加
し
、総
額
一
億

四
千
六
十
万
八
千
円
と
な
り
ま
し
た
。 

　
　
主
な
も
の
は
、後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
納
付
金
、保
険
料
還
付
金
等
の
増
額

補
正
で
す
。 

◆
平
成
二
十
二
年
度
吉
野
町
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
案
）
第
一
号
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

既
定
の
保
険
事
業
勘
定
予
算
総
額
に
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
千
五
百
七
十
八
万
九

千
円
を
追
加
し
、総
額
十
一
億
二
千
四
十

六
万
三
千
円
と
な
り
ま
し
た
。 

　
　
主
な
も
の
は
、財
政
調
整
基
金
積
立
金

の
増
額
、国
庫
支
出
金
の
確
定
に
よ
る
返

還
金
の
増
額
補
正
で
す
。 

◆
平
成
二
十
二
年
度
吉
野
町
簡
易
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
案
）
第
一

号
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

こ
の
補
正
予
算
案
件
は
、人
事
異
動
に

伴
う
職
員
給
与
費
の
調
整
で
す
。 

 決

算

案

件
 
 

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
老
人
保
健

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
介
護
保
険

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
簡
易
水
道

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
下
水
道
事

業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

に
つ
い
て
　
　
　
　
　
 
 （
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
農
業
集
落

排
水
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
土
地
開
発

基
金
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
認
定
） 

以
上
9 
件
の
認
定
、
８
〜
９
頁
別
表

の
と
お
り
。
 

そ
の
他
の
案
件
 
 

◆
平
成
二
十
一
年
度
決
算
に
基
づ
く
吉

野
町
健
全
化
判
断
比
率
等
の
報
告
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
受
理
）

町
財
政
の
健
全
化
判
断
比
率
等
に
つ
い

て
、書
類
が
適
正
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、比

率
は
基
準
と
比
較
す
る
と
概
ね
適
正
で
あ

る
と
の
監
査
委
員
の
審
査
意
見
書
が
添
付

さ
れ
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

９
頁
の
と
お
り
。 

◆
町
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て（
可
決
）

吉
野
１
１
２
号
線（
六
田
）延
長
６０
・
５
ｍ
 

◆
吉
野
町
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画（
案
）

に
つ
い
て

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の

延
長
に
伴
い
、新
た
に
今
後
６
年
間
の
過

疎
地
域
自
立
促
進
計
画
を
策
定
し
た
も

の
で
す
。 

◆
そ
の
他

議
員
派
遣
に
つ
い
て
や
、各
委
員
会
の
所

管
事
項
に
関
す
る
閉
会
中
の
継
続
審
査

に
つ
い
て
議
決
さ
れ
ま
し
た
。 

意

見

書

 

◆
奈
良
県
立
医
科
大
学
移
転
計
画
の
見

直
し
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ

い
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 （
可
決
）

提
出
議
員
　
　
野
木
康
司
　
議
員
 

賛
成
議
員
　
　
薮
坂
眞
佐
　
議
員
 

委
員
選
任
同
意
 

◆
吉
野
町
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
同
意
）

　
本
年
九
月
三
十
日
を
も
っ
て
、町
教
育

委
員
会
委
員
　
熊
谷
貞
雄
氏（
柳
）の
任

期
が
満
了
す
る
た
め
、引
き
続
い
て
熊
谷

氏
を
任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、議
会
の

同
意
を
得
た
も
の
で
す
。 

要

望

等

 

◆
吉
野
水
分
神
社
代
表
役
員
宮
司
　

山
本
恭
久
氏
か
ら
の
「
吉
野
水
分
神

社
本
殿
屋
根
葺
替
工
事
に
関
す
る
陳

情
書
」　
　
　
　
　
　
　
　
　（
採
択
）

一

般

質

問

 
野
木
康
司
　
議
員
 

●
未
線
引
き
都
市
計
画
区
域
を
目
指
し
て

・
吉
野
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

の
策
定

・
第
４
次
総
合
計
画
で
の
位
置
づ
け

町
長
答
弁
 

都
市
計
画
法
に
お
い
て
、市
町
村
は

都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、こ
の

方
針
が
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。策
定
に
あ
た
っ
て
は
、

「
公
聴
会
の
開
催
等
住
民
の
意
見
を

反
映
さ
せ
、定
め
た
と
き
は
公
表
し
、

知
事
に
通
知
し
ま
す
。」
吉
野
３
町
の

中
で
は
、吉
野
町
と
大
淀
町
が
未
策

定
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

 

本
町
で
は
、平
成
９
年
度
に
策
定
に

向
け
て
全
体
構
想
を
策
定
し
ま
し
た
が
、

地
域
別
構
想
の
策
定
ま
で
に
は
至
ら
ず
、

そ
の
結
果
、吉
野
町
は
未
策
定
で
す
が
、

当
時
の
全
体
構
想
で
は
、市
街
化
区
域

の
拡
大
、木
材
団
地
の
開
発
等
、現
実

と
乖
離
し
た
部
分
も
多
く
あ
り
、今
回
、

長
期
基
本
構
想
を
新
た
に
策
定
す
る

に
あ
た
り
、都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

を
新
た
な
目
標
を
持
っ
て
策
定
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

総
合
計
画
は
、こ
れ
か
ら
の
町
づ
く

り
の
基
本
と
な
る
も
の
で
、こ
れ
を
基
本

に
、町
の
一
番
の
方
針
で
あ
る
こ
と
を
改

め
て
認
識
し
て
、必
ず
毎
年
チ
ェッ
ク
し

て
い
き
た
い
。
１０
年
間
の
計
画
で
す
が
、

前
期
５
年
間
、後
期
５
年
間
の
基
本
計

画
の
中
で
は
数
値
目
標
を
挙
げ
て
チ
ェッ

ク
し
て
い
き
た
い
。ま
た
自
治
体
と
し
て

国
と
対
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
、自
治
条

例
や
公
会
計
制
度
の
整
備
も
検
討
の

う
え
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
都
市
計
画
区
域
に
つ
い
て
は
、今
後
、

国
の
動
き
や
法
律
の
見
直
し
に
よ
り
、

本
町
の
都
市
計
画
の
根
幹
に
か
か
わ
る

部
分
の
見
直
し
の
行
わ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
が
、現
状
に
お
い
て
も
、吉
野

３
町
で
土
地
利
用
の
き
ち
ん
と
し
た
計

画
を
た
て
る
こ
と
に
よ
り
、緩
和
措
置

の
検
討
を
要
望
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。こ
の
こ
と
か
ら
、３
町
そ
ろ
っ
て

足
並
み
を
そ
ろ
え
て
連
携
を
取
り
な
が

ら
の
調
整
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
基

本
的
に
は
、吉
野
町
の
土
地
利
用
計
画

を
き
ち
ん
と
策
定
し
て
い
き
た
い
こ
と

か
ら
、今
回
の
総
合
計
画
の
策
定
に
あ

た
り
、町
づ
く
り
を
ど
う
し
て
い
く
か
、

こ
の
中
で
の
土
地
利
用
は
ど
う
か
と
い

う
こ
と
も
明
記
し
た
上
で
、計
画
を
つ

く
り
交
渉
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。 

薮
坂
眞
佐
　
議
員
 

●
吉
野
町
の
防
災
に
つ
い
て

・
防
災
計
画
の
進
捗
、ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

の
啓
蒙
と
活
用
、深
層
崩
壊
危
険
箇
所
、

避
難
勧
告
、避
難
指
示
、自
主
防
災
組

織
活
動
支
援
な
ど
に
つ
い
て

町
長
・
担
当
課
長
答
弁
 

防
災
計
画
は
、今
年
５
月
末
に
防
災

会
議
で
原
案
の
承
認
を
い
た
だ
い
た
後
、

県
と
の
事
前
協
議
、指
摘
事
項
の
修
正

等
を
行
い
、県
へ
再
提
出
し
回
答
待
ち

の
状
況
で
す
。 

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
啓
蒙
と
活
用
に
つ
い

て
は
、本
年
３
月
に
吉
野
町
洪
水
土
砂

災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
、６
月
に
は
地
震

防
災
マ
ッ
プ
を
配
布
し
、自
主
防
災
組
織

の
防
災
訓
練
等
で
活
用
い
た
だ
け
る
よ

う
普
及
に
努
め
て
い
ま
す
。 

深
層
崩
壊
等
の
危
険
箇
所
に
つ
い
て
は
、

国
土
交
通
省
に
よ
る
全
国
マ
ッ
プ
が
公

表
さ
れ
、奈
良
県
は
推
定
頻
度
が「
特
に

高
い
」「
高
い
」
を
合
わ
せ
た
区
分
で
全

国
４
番
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。国
で
は
、今

後
、地
域
レ
ベ
ル
、小
流
域
レ
ベ
ル
で
の
評

価
の
た
め
の
調
査
を
実
施
す
る
予
定
で
、

そ
の
結
果
に
注
意
を
払
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

避
難
勧
告
や
避
難
指
示
に
つ
き
ま
し

て
、本
年
６
月
に
避
難
勧
告
等
の
判
断

伝
達
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

水
害
と
土
砂
災
害
に
分
け
て
、避
難
準

備
情
報
、避
難
勧
告
、避
難
指
示
の
判

断
基
準
を
設
け
て
い
ま
す
。 

自
主
防
災
組
織
の
活
動
支
援
は
、先

進
事
例
の
情
報
の
紹
介
、各
地
区
で
の

防
災
訓
練
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
の
紹
介

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

台
風
１８
号
に
よ
る
被
災
の
う
ち
、公

共
施
設
及
び
農
地
に
関
す
る
災
害
復

旧
は
完
了
、治
山
、林
地
荒
廃
防
止
事

業
の
残
り
は
、今
年
度
事
業
、来
年
度

以
降
の
事
業
で
の
対
応
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
今
年
７
月
の
梅
雨
前
線
に
よ
る

豪
雨
で
は
、２０
件
余
り
の
被
災
が
あ
り
、

対
応
し
て
い
る
状
況
で
す
。ま
た
、町
内

に
は
、急
傾
斜
地
、土
石
流
警
戒
区
域

が
合
わ
せ
て
９
３
５
か
所
あ
り
、避
難
と

ハ
ー
ド
対
策
の
両
面
か
ら
の
対
応
が
必

要
と
な
り
ま
す
。 

●
吉
野
林
業
の
再
生
の
た
め
に

・
新
生
産
シ
ス
テ
ム
の
吉
野
町
へ
の
影
響
、

国
へ
の
働
き
か
け
、町
独
自
の
林
業
再

生
施
策
な
ど
に
つ
い
て

町
長
答
弁
 

新
生
産
シ
ス
テ
ム
は
、吉
野
町
の
林

業
や
製
材
業
に
恩
恵
が
な
く
、逆
に
非

常
に
痛
い
影
響
が
出
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

吉
野
町
の
山
林
の
状
況
は
、小
規
模

林
家
が
多
く
、約
５
千
カ
所
に
分
か
れ

て
、所
有
者
は
約
３
千
人
と
い
う
状
況

で
す
。今
後
、森
林
組
合
と
も
連
携
の
上
、

林
地
を
集
積
し
て
林
業
を
や
っ
て
い
け

る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

●
吉
野
見
附
三
茶
屋
等
の
町
有
財
産
の

見
直
し
と
活
用
に
つ
い
て

・
工
房
街
道
と
町
の
関
連
、借
地
の
課
題
、

今
後
の
活
用
方
向
、宮
滝
遺
跡
の
整
備

な
ど
に
つ
い
て

町
長
・
担
当
課
長
答
弁
 

吉
野
見
附
三
茶
屋
に
つ
い
て
は
、昨
年

８
月
に
経
営
者
の
募
集
を
行
い
、市
の

茶
屋
、山
の
茶
屋
に
つ
い
て
は
、工
房
街

道
推
進
協
議
会
か
ら
、煮
の
茶
屋
の
レ

ス
ト
ラ
ン
に
つ
い
て
は
地
元
の
事
業
者
か

ら
応
募
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
施
設
の
利

用
目
的
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
経

営
者
に
決
定
し
ま
し
た
。工
房
街
道
は
、

３
年
間
は
補
助
金
を
も
ら
っ
て
運
営
さ

れ
る
予
定
で
、そ
れ
以
後
、自
立
さ
れ
、

地
代
を
お
願
い
で
き
る
状
況
に
な
る
の

が
望
ま
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
借
地
の

状
況
は
、施
設
の
立
地
部
分
が
借
地
で
、

北
側
の
駐
車
場
は
町
有
地
で
す
。
今
年

３
月
で
契
約
満
了
と
な
り
、改
め
て
借

地
料
を
約
５
％
減
額
し
４
年
間
の
契
約

を
結
ん
で
い
ま
す
。い
つ
ま
で
も
借
地
で

い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、検
討

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。 

宮
滝
遺
跡
の
今
後
に
つ
い
て
は
、早
急

に
保
存
計
画
を
作
成
す
る
必
要
は
な
い

と
い
う
認
識
を
し
て
お
り
、史
跡
公
園

と
し
て
の
整
備
ま
で
は
見
え
て
い
な
い
現

状
で
す
。こ
の
こ
と
か
ら
、少
な
い
予
算

の
中
で
す
が
、草
刈
り
や
花
を
植
え
て
、

史
跡
と
し
て
わ
か
る
状
況
の
維
持
を
で

き
な
い
か
と
知
恵
を
絞
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。 

辻
本
　
茂
　
議
員
 

●
５
つ
の
基
本
構
想

・
近
い
将
来
の
吉
野
町
像
の
説
明
、選
択

と
集
中
を
更
に
進
め
た
基
本
構
想
へ

の
考
え

町
長
・
担
当
課
長
答
弁
 

５
つ
と
い
う
提
示
を
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、現
段
階
で
は
４
項
目
を
考
え
て
い

ま
す
。１
つ
は
、自
然
や
環
境
を
生
か
し

た
産
業
の
振
興
で
、木
材
関
連
や
そ
の

他
地
場
産
業
の
振
興
と
地
域
の
資
源

を
活
用
し
た
町
全
域
で
の
観
光
振
興
、

農
産
物
の
地
産
地
消
、ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
導
入
、吉
野
の
特
性
を
生
か
し

た
企
業
誘
致
な
ど
を
通
じ
て
地
域
経

済
の
活
性
化
を
は
か
り
、雇
用
の
拡
大

と
税
収
の
増
に
つ
な
げ
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。 

２
つ
目
は
、福
祉
で
は
、高
齢
者
が
健

康
で
長
生
き
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

健
康
福
祉
の
立
場
、社
会
教
育
の
立
場
、

検
診
医
療
の
立
場
等
、複
合
的
な
取
り

組
み
で
地
域
の
方
々
を
見
て
回
れ
る
よ

う
な
方
法
を
。教
育
で
は
将
来
を
担
う

子
供
た
ち
の
育
成
、と
り
わ
け
ふ
る
さ

と
教
育
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
、子
供

た
ち
を
め
ぐ
る
環
境
の
整
備
を
検
討
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

３
つ
目
は
、安
全
に
安
心
し
て
生
活
で

き
る
環
境
を
目
指
し
、防
災
や
消
防
体

制
の
充
実
、自
主
防
災
組
織
や
防
犯
組

織
の
育
成
、道
路
な
ど
の
改
修
整
備
、

公
共
交
通
の
利
便
性
な
ど
の
対
策
が
問

題
と
な
り
ま
す
。 



45

議

会

だ

よ

り

 

 

 

 

―
一
般
会
計
決
算
認
定
な
ど
 

可
決
・
認
定
―
 

平
成
二
十
二
年
第
三
回
定
例
議
会
は
、

九
月
六
日
招
集
さ
れ
、十
五
日
ま
で
の
会

期
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

本
定
例
会
で
は
、四
名
の
議
員
が
町
政

に
つ
い
て
一
般
質
問
を
さ
れ
ま
し
た
。 

な
お
、可
決
認
定
等
さ
れ
た
案
件
の
大

要
、一
般
質
問
と
答
弁
の
大
要
は
次
の
と

お
り
で
す
。 

 条

例

案

件
 

◆
吉
野
町
医
療
費
助
成
条
例
を
廃
止
す

　
る
こ
と
に
つ
い
て
　
　
　
　
　（
可
決
）

　
老
人
医
療
費
助
成
制
度
の
経
過
措
置

期
間
の
満
了
に
伴
い
、条
例
が
廃
止
さ
れ

ま
し
た
。 

◆
吉
野
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

こ
と
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

　
地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、た
ば
こ
税
の

税
率
改
正
、株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
町
民

税
の
特
例
規
定
の
追
加
等
の
整
備
を
行
う

た
め
、条
例
の
一
部
が
改
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 予

算

案

件
 
 

◆
平
成
二
十
二
年
度
吉
野
町
一
般
会
計

補
正
予
算（
案
）第
四
号
に
つ
い
て

（
可
決
）

既
定
の
予
算
総
額
に
、歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
三
億
八
千
九
百
八
十
八
万
四
千
円
を

追
加
し
、総
額
五
十
億
九
千
九
十
七
万
四

千
円
と
な
り
ま
し
た
。 

主
な
も
の
は
、
人
事
異
動
等
に
伴
う

職
員
給
与
費
の
調
整
、
基
金
積
立
金
の

増
額
、
農
林
土
木
関
係
事
業
費
の
追
加

等
で
す
。
 

◆
平
成
二
十
二
年
度
吉
野
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
案
）
第
一

号
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

既
定
の
予
算
総
額
に
、歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
六
百
七
十
万
九
千
円
を
追
加
し
、総

額
十
四
億
五
千
三
百
十
万
六
千
円
と
な

り
ま
し
た
。 

　
主
な
も
の
は
、一
般
被
保
険
者
の
保
険

税
過
年
度
還
付
金
、国
庫
補
助
金
の
確
定

に
よ
る
返
還
金
の
増
額
等
で
す
。 

◆
平
成
二
十
二
年
度
吉
野
町
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
案
）
第

一
号
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

既
定
の
予
算
総
額
に
、歳
入
歳
出
そ
れ

ぞ
れ
二
十
九
万
円
を
追
加
し
、総
額
一
億

四
千
六
十
万
八
千
円
と
な
り
ま
し
た
。 

　
　
主
な
も
の
は
、後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
納
付
金
、保
険
料
還
付
金
等
の
増
額

補
正
で
す
。 

◆
平
成
二
十
二
年
度
吉
野
町
介
護
保
険

特
別
会
計
補
正
予
算
（
案
）
第
一
号
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

既
定
の
保
険
事
業
勘
定
予
算
総
額
に
、

歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
千
五
百
七
十
八
万
九

千
円
を
追
加
し
、総
額
十
一
億
二
千
四
十

六
万
三
千
円
と
な
り
ま
し
た
。 

　
　
主
な
も
の
は
、財
政
調
整
基
金
積
立
金

の
増
額
、国
庫
支
出
金
の
確
定
に
よ
る
返

還
金
の
増
額
補
正
で
す
。 

◆
平
成
二
十
二
年
度
吉
野
町
簡
易
水
道

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
案
）
第
一

号
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　（
可
決
）

こ
の
補
正
予
算
案
件
は
、人
事
異
動
に

伴
う
職
員
給
与
費
の
調
整
で
す
。 

 決

算

案

件
 
 

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
老
人
保
健

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
介
護
保
険

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
簡
易
水
道

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
下
水
道
事

業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

に
つ
い
て
　
　
　
　
　
 
 （
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
農
業
集
落

排
水
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て
　
　
　
　
　（
認
定
）

◆
平
成
二
十
一
年
度
吉
野
町
土
地
開
発

基
金
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
認
定
） 

以
上
9 
件
の
認
定
、
８
〜
９
頁
別
表

の
と
お
り
。
 

そ
の
他
の
案
件
 
 

◆
平
成
二
十
一
年
度
決
算
に
基
づ
く
吉

野
町
健
全
化
判
断
比
率
等
の
報
告
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
受
理
）

町
財
政
の
健
全
化
判
断
比
率
等
に
つ
い

て
、書
類
が
適
正
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、比

率
は
基
準
と
比
較
す
る
と
概
ね
適
正
で
あ

る
と
の
監
査
委
員
の
審
査
意
見
書
が
添
付

さ
れ
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

９
頁
の
と
お
り
。 

◆
町
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て（
可
決
）

吉
野
１
１
２
号
線（
六
田
）延
長
６０
・
５
ｍ
 

◆
吉
野
町
過
疎
地
域
自
立
促
進
計
画（
案
）

に
つ
い
て

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の

延
長
に
伴
い
、新
た
に
今
後
６
年
間
の
過

疎
地
域
自
立
促
進
計
画
を
策
定
し
た
も

の
で
す
。 

◆
そ
の
他

議
員
派
遣
に
つ
い
て
や
、各
委
員
会
の
所

管
事
項
に
関
す
る
閉
会
中
の
継
続
審
査

に
つ
い
て
議
決
さ
れ
ま
し
た
。 

意

見

書

 

◆
奈
良
県
立
医
科
大
学
移
転
計
画
の
見

直
し
を
求
め
る
意
見
書
の
提
出
に
つ

い
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 （
可
決
）

提
出
議
員
　
　
野
木
康
司
　
議
員
 

賛
成
議
員
　
　
薮
坂
眞
佐
　
議
員
 

委
員
選
任
同
意
 

◆
吉
野
町
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
同
意
）

　
本
年
九
月
三
十
日
を
も
っ
て
、町
教
育

委
員
会
委
員
　
熊
谷
貞
雄
氏（
柳
）の
任

期
が
満
了
す
る
た
め
、引
き
続
い
て
熊
谷

氏
を
任
命
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、議
会
の

同
意
を
得
た
も
の
で
す
。 

要

望

等

 

◆
吉
野
水
分
神
社
代
表
役
員
宮
司
　

山
本
恭
久
氏
か
ら
の
「
吉
野
水
分
神

社
本
殿
屋
根
葺
替
工
事
に
関
す
る
陳

情
書
」　
　
　
　
　
　
　
　
　（
採
択
）

一

般

質

問

 
野
木
康
司
　
議
員
 

●
未
線
引
き
都
市
計
画
区
域
を
目
指
し
て

・
吉
野
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

の
策
定

・
第
４
次
総
合
計
画
で
の
位
置
づ
け

町
長
答
弁
 

都
市
計
画
法
に
お
い
て
、市
町
村
は

都
市
計
画
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、こ
の

方
針
が
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。策
定
に
あ
た
っ
て
は
、

「
公
聴
会
の
開
催
等
住
民
の
意
見
を

反
映
さ
せ
、定
め
た
と
き
は
公
表
し
、

知
事
に
通
知
し
ま
す
。」
吉
野
３
町
の

中
で
は
、吉
野
町
と
大
淀
町
が
未
策

定
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

 

本
町
で
は
、平
成
９
年
度
に
策
定
に

向
け
て
全
体
構
想
を
策
定
し
ま
し
た
が
、

地
域
別
構
想
の
策
定
ま
で
に
は
至
ら
ず
、

そ
の
結
果
、吉
野
町
は
未
策
定
で
す
が
、

当
時
の
全
体
構
想
で
は
、市
街
化
区
域

の
拡
大
、木
材
団
地
の
開
発
等
、現
実

と
乖
離
し
た
部
分
も
多
く
あ
り
、今
回
、

長
期
基
本
構
想
を
新
た
に
策
定
す
る

に
あ
た
り
、都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

を
新
た
な
目
標
を
持
っ
て
策
定
す
る
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。 

総
合
計
画
は
、こ
れ
か
ら
の
町
づ
く

り
の
基
本
と
な
る
も
の
で
、こ
れ
を
基
本

に
、町
の
一
番
の
方
針
で
あ
る
こ
と
を
改

め
て
認
識
し
て
、必
ず
毎
年
チ
ェッ
ク
し

て
い
き
た
い
。
１０
年
間
の
計
画
で
す
が
、

前
期
５
年
間
、後
期
５
年
間
の
基
本
計

画
の
中
で
は
数
値
目
標
を
挙
げ
て
チ
ェッ

ク
し
て
い
き
た
い
。ま
た
自
治
体
と
し
て

国
と
対
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
、自
治
条

例
や
公
会
計
制
度
の
整
備
も
検
討
の

う
え
進
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
都
市
計
画
区
域
に
つ
い
て
は
、今
後
、

国
の
動
き
や
法
律
の
見
直
し
に
よ
り
、

本
町
の
都
市
計
画
の
根
幹
に
か
か
わ
る

部
分
の
見
直
し
の
行
わ
れ
る
可
能
性
が

あ
り
ま
す
が
、現
状
に
お
い
て
も
、吉
野

３
町
で
土
地
利
用
の
き
ち
ん
と
し
た
計

画
を
た
て
る
こ
と
に
よ
り
、緩
和
措
置

の
検
討
を
要
望
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。こ
の
こ
と
か
ら
、３
町
そ
ろ
っ
て

足
並
み
を
そ
ろ
え
て
連
携
を
取
り
な
が

ら
の
調
整
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
基

本
的
に
は
、吉
野
町
の
土
地
利
用
計
画

を
き
ち
ん
と
策
定
し
て
い
き
た
い
こ
と

か
ら
、今
回
の
総
合
計
画
の
策
定
に
あ

た
り
、町
づ
く
り
を
ど
う
し
て
い
く
か
、

こ
の
中
で
の
土
地
利
用
は
ど
う
か
と
い

う
こ
と
も
明
記
し
た
上
で
、計
画
を
つ

く
り
交
渉
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。 

薮
坂
眞
佐
　
議
員
 

●
吉
野
町
の
防
災
に
つ
い
て

・
防
災
計
画
の
進
捗
、ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

の
啓
蒙
と
活
用
、深
層
崩
壊
危
険
箇
所
、

避
難
勧
告
、避
難
指
示
、自
主
防
災
組

織
活
動
支
援
な
ど
に
つ
い
て

町
長
・
担
当
課
長
答
弁
 

防
災
計
画
は
、今
年
５
月
末
に
防
災

会
議
で
原
案
の
承
認
を
い
た
だ
い
た
後
、

県
と
の
事
前
協
議
、指
摘
事
項
の
修
正

等
を
行
い
、県
へ
再
提
出
し
回
答
待
ち

の
状
況
で
す
。 

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
啓
蒙
と
活
用
に
つ
い

て
は
、本
年
３
月
に
吉
野
町
洪
水
土
砂

災
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
、６
月
に
は
地
震

防
災
マ
ッ
プ
を
配
布
し
、自
主
防
災
組
織

の
防
災
訓
練
等
で
活
用
い
た
だ
け
る
よ

う
普
及
に
努
め
て
い
ま
す
。 

深
層
崩
壊
等
の
危
険
箇
所
に
つ
い
て
は
、

国
土
交
通
省
に
よ
る
全
国
マ
ッ
プ
が
公

表
さ
れ
、奈
良
県
は
推
定
頻
度
が「
特
に

高
い
」「
高
い
」
を
合
わ
せ
た
区
分
で
全

国
４
番
目
と
な
っ
て
い
ま
す
。国
で
は
、今

後
、地
域
レ
ベ
ル
、小
流
域
レ
ベ
ル
で
の
評

価
の
た
め
の
調
査
を
実
施
す
る
予
定
で
、

そ
の
結
果
に
注
意
を
払
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

避
難
勧
告
や
避
難
指
示
に
つ
き
ま
し

て
、本
年
６
月
に
避
難
勧
告
等
の
判
断

伝
達
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

水
害
と
土
砂
災
害
に
分
け
て
、避
難
準

備
情
報
、避
難
勧
告
、避
難
指
示
の
判

断
基
準
を
設
け
て
い
ま
す
。 

自
主
防
災
組
織
の
活
動
支
援
は
、先

進
事
例
の
情
報
の
紹
介
、各
地
区
で
の

防
災
訓
練
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
の
紹
介

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

台
風
１８
号
に
よ
る
被
災
の
う
ち
、公

共
施
設
及
び
農
地
に
関
す
る
災
害
復

旧
は
完
了
、治
山
、林
地
荒
廃
防
止
事

業
の
残
り
は
、今
年
度
事
業
、来
年
度

以
降
の
事
業
で
の
対
応
を
予
定
し
て
い

ま
す
。
今
年
７
月
の
梅
雨
前
線
に
よ
る

豪
雨
で
は
、２０
件
余
り
の
被
災
が
あ
り
、

対
応
し
て
い
る
状
況
で
す
。ま
た
、町
内

に
は
、急
傾
斜
地
、土
石
流
警
戒
区
域

が
合
わ
せ
て
９
３
５
か
所
あ
り
、避
難
と

ハ
ー
ド
対
策
の
両
面
か
ら
の
対
応
が
必

要
と
な
り
ま
す
。 

●
吉
野
林
業
の
再
生
の
た
め
に

・
新
生
産
シ
ス
テ
ム
の
吉
野
町
へ
の
影
響
、

国
へ
の
働
き
か
け
、町
独
自
の
林
業
再

生
施
策
な
ど
に
つ
い
て

町
長
答
弁
 

新
生
産
シ
ス
テ
ム
は
、吉
野
町
の
林

業
や
製
材
業
に
恩
恵
が
な
く
、逆
に
非

常
に
痛
い
影
響
が
出
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

吉
野
町
の
山
林
の
状
況
は
、小
規
模

林
家
が
多
く
、約
５
千
カ
所
に
分
か
れ

て
、所
有
者
は
約
３
千
人
と
い
う
状
況

で
す
。今
後
、森
林
組
合
と
も
連
携
の
上
、

林
地
を
集
積
し
て
林
業
を
や
っ
て
い
け

る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

●
吉
野
見
附
三
茶
屋
等
の
町
有
財
産
の

見
直
し
と
活
用
に
つ
い
て

・
工
房
街
道
と
町
の
関
連
、借
地
の
課
題
、

今
後
の
活
用
方
向
、宮
滝
遺
跡
の
整
備

な
ど
に
つ
い
て

町
長
・
担
当
課
長
答
弁
 

吉
野
見
附
三
茶
屋
に
つ
い
て
は
、昨
年

８
月
に
経
営
者
の
募
集
を
行
い
、市
の

茶
屋
、山
の
茶
屋
に
つ
い
て
は
、工
房
街

道
推
進
協
議
会
か
ら
、煮
の
茶
屋
の
レ

ス
ト
ラ
ン
に
つ
い
て
は
地
元
の
事
業
者
か

ら
応
募
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
施
設
の
利

用
目
的
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
経

営
者
に
決
定
し
ま
し
た
。工
房
街
道
は
、

３
年
間
は
補
助
金
を
も
ら
っ
て
運
営
さ

れ
る
予
定
で
、そ
れ
以
後
、自
立
さ
れ
、

地
代
を
お
願
い
で
き
る
状
況
に
な
る
の

が
望
ま
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
借
地
の

状
況
は
、施
設
の
立
地
部
分
が
借
地
で
、

北
側
の
駐
車
場
は
町
有
地
で
す
。
今
年

３
月
で
契
約
満
了
と
な
り
、改
め
て
借

地
料
を
約
５
％
減
額
し
４
年
間
の
契
約

を
結
ん
で
い
ま
す
。い
つ
ま
で
も
借
地
で

い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、検
討

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。 

宮
滝
遺
跡
の
今
後
に
つ
い
て
は
、早
急

に
保
存
計
画
を
作
成
す
る
必
要
は
な
い

と
い
う
認
識
を
し
て
お
り
、史
跡
公
園

と
し
て
の
整
備
ま
で
は
見
え
て
い
な
い
現

状
で
す
。こ
の
こ
と
か
ら
、少
な
い
予
算

の
中
で
す
が
、草
刈
り
や
花
を
植
え
て
、

史
跡
と
し
て
わ
か
る
状
況
の
維
持
を
で

き
な
い
か
と
知
恵
を
絞
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。 

辻
本
　
茂
　
議
員
 

●
５
つ
の
基
本
構
想

・
近
い
将
来
の
吉
野
町
像
の
説
明
、選
択

と
集
中
を
更
に
進
め
た
基
本
構
想
へ

の
考
え

町
長
・
担
当
課
長
答
弁
 

５
つ
と
い
う
提
示
を
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、現
段
階
で
は
４
項
目
を
考
え
て
い

ま
す
。１
つ
は
、自
然
や
環
境
を
生
か
し

た
産
業
の
振
興
で
、木
材
関
連
や
そ
の

他
地
場
産
業
の
振
興
と
地
域
の
資
源

を
活
用
し
た
町
全
域
で
の
観
光
振
興
、

農
産
物
の
地
産
地
消
、ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
導
入
、吉
野
の
特
性
を
生
か
し

た
企
業
誘
致
な
ど
を
通
じ
て
地
域
経

済
の
活
性
化
を
は
か
り
、雇
用
の
拡
大

と
税
収
の
増
に
つ
な
げ
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。 

２
つ
目
は
、福
祉
で
は
、高
齢
者
が
健

康
で
長
生
き
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

健
康
福
祉
の
立
場
、社
会
教
育
の
立
場
、

検
診
医
療
の
立
場
等
、複
合
的
な
取
り

組
み
で
地
域
の
方
々
を
見
て
回
れ
る
よ

う
な
方
法
を
。教
育
で
は
将
来
を
担
う

子
供
た
ち
の
育
成
、と
り
わ
け
ふ
る
さ

と
教
育
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
、子
供

た
ち
を
め
ぐ
る
環
境
の
整
備
を
検
討
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

３
つ
目
は
、安
全
に
安
心
し
て
生
活
で

き
る
環
境
を
目
指
し
、防
災
や
消
防
体

制
の
充
実
、自
主
防
災
組
織
や
防
犯
組

織
の
育
成
、道
路
な
ど
の
改
修
整
備
、

公
共
交
通
の
利
便
性
な
ど
の
対
策
が
問

題
と
な
り
ま
す
。 
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こ
の
３
つ
の
大
き
な
振
り
分
け
を
実

現
し
て
い
く
た
め
、も
う
一
つ
の
柱
と
し

て
住
民
を
中
心
に
お
い
た
町
づ
く
り
を

し
て
い
く
こ
と
が
目
標
と
な
り
ま
す
。

自
分
た
ち
の
地
域
は
自
分
た
ち
で
作
っ

て
い
く
と
い
う
感
覚
で
、町
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
も
含
め
て
、自
治
基
本
条
例

の
整
備
や
会
計
制
度
を
わ
か
り
や
す
く

す
る
な
ど
の
体
制
づ
く
り
と
と
も
に
、

町
内
各
地
域
で
の
取
り
組
み
を
、各
々

が
や
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
方
向
性

が
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
お
り
、そ
の
気

持
ち
を
ど
う
や
っ
て
盛
り
上
げ
て
い
く

の
か
が
課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
林
業
と
観
光
を
提
示
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、吉
野
町
は
木
の
町
で
す
、

桜
の
町
で
す
と
い
う
よ
う
な
形
で
、わ
か

り
や
す
く
具
体
的
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
た

い
。
ま
た
、全
町
的
に
観
光
を
考
え
、こ

れ
ま
で
の
や
り
方
や
組
織
を
変
え
て
、

町
全
体
が
訪
れ
る
方
を
み
ん
な
で
お
迎

え
す
る
こ
と
や
、お
も
て
な
し
の
心
を
ど

う
育
て
い
か
に
観
光
に
つ
な
げ
て
い
く
の

か
な
ど
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。 

●
地
域
福
祉
計
画

・
地
域
福
祉
計
画
の
現
在
の
取
り
組
み

に
つ
い
て

町
長
・
担
当
課
長
答
弁
 

現
在
、町
で
は
地
域
福
祉
計
画
を
策

定
し
て
い
ま
せ
ん
が
、個
別
に
は
、高
齢

者
福
祉
計
画
、次
世
代
育
成
支
援
行

動
計
画
、第
２
期
障
害
福
祉
計
画
、健

康
よ
し
の
２１
計
画
な
ど
を
策
定
し
、そ

れ
ぞ
れ
の
計
画
に
沿
っ
た
事
業
を
進
め

て
い
ま
す
。ま
た
、高
齢
者
等
の
訪
問
な

ど
地
域
福
祉
活
動
に
つ
い
て
は
、民
生
児

童
委
員
の
皆
様
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い

て
実
施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
本
年
２
月

に
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
プ
ラ
ン

が
策
定
さ
れ
、今
年
度
に
避
難
支
援
個

別
計
画
を
策
定
予
定
で
す
。 

今
後
、こ
れ
ら
の
個
別
計
画
の
総
合

的
な
位
置
付
け
と
し
て
、吉
野
町
地
域

福
祉
計
画
の
策
定
に
向
け
、ぜ
ひ
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

上
滝
義
平
　
議
員
 

●
上
下
水
道
整
備
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

・
下
水
道
の
整
備
、小
名
・
殿
川
の
上
水

道
、吉
野
山
の
上
水
道
に
つ
い
て

町
長
答
弁
 

丹
治
川
、左
曽
川
の
水
質
状
況
等
に

つ
い
て
の
ご
指
摘
に
つ
い
て
は
、河
口
だ
け

で
な
く
、中
間
地
点
に
お
い
て
も
定
期

的
に
水
質
検
査
を
実
施
す
る
よ
う
指

示
し
て
い
ま
す
。 

本
町
の
吉
野
川
流
域
関
連
公
共
下

水
道
の
整
備
済
み
面
積
は
、平
成
２１
年

度
末
で
、１
９
２
ｈ
ａ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
成
１８
年
度
以
降
、財
政
状
況
の
悪
化

に
伴
う
事
業
費
の
減
少
で
、認
可
区
域

内
の
未
整
備
地
域
の
整
備
に
相
当
な

期
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、ま
た
、事
業

認
可
区
域
内
で
合
併
浄
化
槽
に
よ
る

水
洗
化
を
す
る
場
合
に
は
、設
置
費
が

全
額
自
己
負
担
と
な
る
こ
と
か
ら
、次

回
の
事
業
認
可
更
新
時
期
の
平
成
２８

年
度
末
ま
で
に
整
備
の
見
通
し
の
つ
か

な
い
地
域
の
認
可
区
域
の
縮
小
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
、１
３
７
ｈａ
か
ら
１
１
３
ｈ

ａ
に
な
り
ま
し
た
。 

吉
野
山
の
下
水
道
整
備
は
、特
定
環

境
保
全
公
共
下
水
道
と
し
て
平
成
１２

年
度
に
事
業
着
手
し
ま
し
た
が
、こ
れ

も
財
政
状
況
の
悪
化
に
よ
る
事
業
費
の

縮
小
に
よ
り
下
流
域
の
整
備
も
進
ま
ず
、

吉
野
駅
周
辺
を
除
き
認
可
区
域
か
ら

除
外
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

認
可
区
域
か
ら
除
外
と
な
っ
た
区
域

に
つ
い
て
は
、次
期
認
可
更
新
予
定
の
平

成
２８
年
度
末
ま
で
は
下
水
道
の
整
備
は

行
い
ま
せ
ん
が
、水
洗
化
を
さ
れ
る
場

合
は
、合
併
浄
化
槽
の
補
助
制
度
を
活

用
し
た
水
洗
化
を
お
願
い
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
な
お
、次
期
認
可
区
域
の

見
直
し
時
期
を
迎
え
、認
可
区
域
を
拡

大
す
る
場
合
は
、縮
小
と
な
っ
た
区
域

を
優
先
し
ま
す
。
今
後
、下
水
道
事
業

に
つ
い
て
は
、効
率
性
を
考
慮
し
な
が
ら

工
事
を
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

小
名
、殿
川
の
飲
料
水
に
つ
い
て
は
、

お
使
い
の
井
戸
水
や
飲
み
水
が
、安
全

基
準
で
大
丈
夫
か
ど
う
か
も
含
め
て
、

住
民
の
皆
様
方
の
水
事
情
を
お
聞

す
る
よ
う
指
示
し
て
い
ま
す
。 

吉
野
山
の
水
道
施
設
の
改
修
に
つ
い

て
は
、平
成
１７
年
、本
年
３
月
と
早
期

着
手
の
要
望
書
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

当
初
、平
成
２５
年
度
か
ら
３
年
か
ら
４

年
の
工
期
で
整
備
の
計
画
を
持
っ
て
い
ま

し
た
が
、柳
簡
易
水
道
の
整
備
が
今
年

度
中
に
で
き
る
こ
と
か
ら
、予
定
を
早

め
た
い
気
持
で
い
ま
す
が
決
定
に
は
至
っ

て
お
り
ま
せ
ん
。ま
た
、整
備
に
伴
う
各

家
庭
、施
設
の
費
用
負
担
が
あ
る
こ
と

か
ら
、こ
の
基
本
的
な
部
分
で
の
確
認

が
で
き
て
か
ら
、調
査
、設
計
に
入
っ
て
い

く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

●
吉
野
広
域
し
尿
等
処
理
施
設
整
備
事

業
推
進
協
議
会
に
つ
い
て

・
な
ぜ
推
進
協
議
会
を
脱
退
し
た
の
か
、

今
後
ど
う
す
る
の
か
。

町
長
答
弁
 

し
尿
処
理
施
設
に
関
す
る
検
討
に
つ

い
て
は
、処
理
施
設
の
建
設
場
所
、方
法
、

建
設
費
用
の
負
担
額
、処
理
方
法
と
の

コ
ス
ト
比
較
な
ど
に
つ
い
て
、当
初
郡
内

３
町
４
村
で
の
協
議
会
で
検
討
協
議
を

重
ね
て
い
ま
し
た
が
、県
の
下
水
道
へ
の

希
釈
投
入
の
関
係
で
村
部
が
抜
け
、３

町
で
の
協
議
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

吉
野
町
と
し
て
は
、３
町
の
施
設
を

建
設
す
る
場
合
の
費
用
負
担
、五
條
市

の
施
設
改
修
と
の
関
係
を
見
極
め
、吉

野
中
学
校
の
建
設
や
デ
ジ
タ
ル
化
へ
の
対

応
な
ど
財
政
的
に
厳
し
い
中
、五
條
の

施
設
で
引
き
続
き
お
願
い
す
る
方
が
町

に
と
っ
て
有
利
で
あ
ろ
う
と
い
う
判
断
を

し
て
、平
成
２０
年
４
月
に
協
議
会
か
ら

の
脱
退
を
申
し
入
れ
て
い
ま
す
。 

◆
日
　
時
 

１１
月
１５
日（
月
）　
１３
時
３０
分
開
演
　
 

◆
場
　
所
　
五
條
市
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル
 

◆
基
調
講
演
　
 

◆

テ
ー
マ
　「
地
域
医
療
の
現
状
と
課
題
」 

　
講
師
　
和
田
頼
知
氏（
公
認
会
計
士
） 

◆
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
 

◆

テ
ー
マ
　「
地
域
医
療
は
地
域
で
守
る
」 

◆

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
　
 

　
　
県
医
療
政
策
部
長
　
武
末
文
男
氏
 

◆

パ
ネ
ラ
ー
　
 

　
　
県
立
五
條
病
院
院
長
　
松
本
昌
美
氏

　
　
国
保
吉
野
病
院
院
長
　
國
松
幹
和
氏

　
　
町
立
大
淀
病
院
院
長
　
西
浦
公
章
氏

◆
参
加
方
法
　
 

参
加
は
自
由
で
お
申
し
込
み
は
不
要
 

◆
お
問
い
合
わ
せ
　
 

南
和
の
医
療
等
に
関
す
る
協
議
会
事
務
局
 

℡
０
７
４
７（
２２
）１
２
８
３
 

　
奈
良
県
と
五
條
市
、吉
野
郡
３
町
８
村

が
構
成
す
る「
南
和
の
医
療
等
に
関
す
る

協
議
会
」の
事
務
局
が
、内
吉
野
保
健
所

内（
五
條
市
本
町
）に
事
務
局
を
設
置
し
、

１０
月
７
日（
木
）に
式
典
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

　
南
和
地
域
に
は
、３
つ
の
公
立
病
院（
県

立
五
條
病
院
・
町
立
大
淀
病
院
・
町
立
国

保
吉
野
病
院
）が
あ
り
ま
す
が
、医
師
・
看

護
師
不
足
な
ど
に
よ
っ
て
、将
来
も
病
院
機
 

能
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
 

り
ま
す
。 

　
協
議
会
で
は
、ど
う
す
れ
ば
困
難
な
現

状
を
打
開
し
、地
域
の
医
療
を
守
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
具
体
的
に
検
討
を
進
め
て

い
き
ま
す
。 

南
和
南
和
の
医
療
医
療
を
考
え
る
 

南
和
の
医
療
を
考
え
る
 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
 

開
催
開
催
の
お
知
ら
せ
 

開
催
の
お
知
ら
せ
 

南
和
南
和
の
医
療
等

医
療
等
に
 

南
和
の
医
療
等
に
 

事
務
局

事
務
局
を
設
置
設
置
 

事
務
局
を
設
置
 

関
す
る
協
議
会

協
議
会
 

関
す
る
協
議
会
 

協働の
まちづくりの推進▲

◆住民と行政の協働・住民自治が進むシステムづくり
協働のまちづくり交付金創設→（本年度「協働のまちづくり交付金」創設・交付団体を決定しました）
町道等の維持管理に係る自助・共助・公助の基準づくり→（吉野町の現状に則したルールづくりを検討）
環境問題に対する行政関与の必要性→（菜の花プロジェクトの展開・廃食油の回収を開始しました）

◆自主的な住民活動への支援
　地域観光活性化の充実→（着地型観光の促進策を模索しています）
　起業家の支援→（町内外の起業家が活動できる拠点の情報提供体制を検討します）
各種団体への関わり→（社会教育団体連絡会議を６月に組織化・各種団体相互の連携を進めています）

◆お問い合わせ
　　　　　　　　　　　　吉野町役場　財政課　NTT…℡（３２）３０８１　IP直通…℡（３９）９０７１

　基本目標：持続可能な行財政システムの構築に向けた５つの重点改革目標（広報よしの７月号に体系図掲載）のうち、今回は、

　E.【協働のまちづくりの推進】についてお知らせします。（「５つの重点改革目標」に関するお知らせは、今回が連載の最終と
　なります。）

平成２２年度中の取り組み 「吉野町行財政改革重点プラン２０１０」の基本的方向性 （最終回）

「吉野町新行財政改革プログラム」（平成１７年度～平成２１年度）実施報告（最終回）
平成１７年から５ヶ年にわたって取り組んできた「吉野町新行財政改革プログラム」の実施結果がまとまり、その内容について、

７月号から前月号までシリーズで、項目毎にお知らせしてきました。
今月号では、総括文を掲載させていただき実施報告の締めくくりといたします。

連　載　行財政改革について…その 

平成１７年度から２１年度までの５ヶ年を実施期間とした「吉野町新行財政改革プログラム」が策定された背景に
は、国の三位一体の改革などによる地方行政の基盤が揺るぐほどの財政危機状態であったことの他に、最優先課
題として取り組んだ合併協議が不調に終わるという重大な局面を迎えたことがあげられます。合併協議を優先す
る余り、行財政改革が準備不足になっていたこともあり、このプログラムは、急拵えで策定されたプログラムであり
ました。そのため、当初は、直接的に実施に関わる町職員に戸惑いや混乱が生じて、実施に至るまでに時間を要し
た部分がありました。また、行財政改革の影響を受ける町民の方々にとっても、負担の増加や助成の縮減というか
つてない政策を受け入れるには時間を要した部分もありました。
『効率』『自立』『協働』という３つの基本理念のもと、『財政運営の健全化』『事務事業の見直し』『組織・機構の
改革』『職員の意識改革』『住民参加』という５つの大項目、７３の小項目を掲げて実施にあたりましたが、目標を上
回る成果が認められるものから、成果があったとは認めがたいものまで様々な結果となっています。
相対的に見て、『財政運営の健全化』『事務事業の見直し』『組織・機構の改革』については、概ね目標通り、ある
いは目標を上回る成果を挙げています。町行政の幅広い面において、効率化、減量化、経費の節減に努め、相応の
成果がありました。なかでも、各種料金改定をはじめ、人件費の一律カットや、町単独補助金カットなど、町民も議
員も職員も皆が痛みを伴う改革を実施したことで大きな効果額を見たことは特記しておかねばなりません。
これらの３つの項目に反して、『職員の意識改革』『住民参加』という２つの項目は着手はしたものの、成果らし
いものが少ない項目です。職員が危機感を感じながら、改革の主体者であるという意識を持って取り組んだかと
言われれば、やや疑問を感じざるを得ません。また、協働という基本理念がありながら、リバーフィールドの環境美
化協力金徴収以外には、目立った事業ができず、公の分野への住民参加を促すには至らなかったと判断できます。
このプログラムの全体的な反省点としては、危機的な財政状況を克服し、単独での行政経営を持続させるため
に、量的な削減が優先され、数字に偏重した面がありました。また、首相交代や政権交代などにより国の地方財政
政策が変わるなどの町を取りまく情勢が変化しても、それに対応することができない硬直的なプログラムであっ
たことは否めません。
吉野町として初めて取り組んだと言ってもよい行財政改革であったこのプログラム実施には、成果と共にこの
ような反省点がありました。行財政改革は不断のものであり、これらの反省点や課題を次ぎに活かさなければなり
ません。職員のスキルを上げ、町民の皆さんとともに明るく暮らしやすい吉野町実現のために、さらなる行財政改
革に取り組むことをお誓いして総括とします。

総 活

（写真提供：大淀町役場総務課）


